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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中性子を減速する球状減速材部の中心に中性子検出器が設置され、前記球状減速材部の
半球面は層状の熱中性子吸収材部を介して半球減速材部で覆われ、前記球状減速材部の残
りの半球面には前記半球減速材部よりも大径で中性子を遮へい・吸収する半球状吸収材部
で覆われ、前記半球減速材部の一部を取り囲み且つ前記半球状吸収材部に接するように円
環状吸収材部が設置されていることを特徴とする中性子個人線量当量測定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飛来する中性子のエネルギーと方向に無関係に中性子個人線量当量（率）の
測定を可能とした測定器に関し、更に詳しく述べると、中性子を減速する減速材部中に中
性子検出器を設置し、前記減速材部を、中性子を遮へい・吸収する吸収材部の中に、その
一部のみ露出するように埋設した構造の中性子個人線量当量測定器に関するものである。
この技術は、原子炉施設、核燃料施設などの中性子の発生する施設及びその周辺区域にお
ける中性子測定に有用である。
【背景技術】
【０００２】
　中性子による線量当量は、その測定の目的に応じて次の２種類に分類される。第１は、
主として作業環境における放射線管理の目的で測定される「周辺線量当量」であり、例え
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ばサーベイメータで測定する量である。第２は、作業者の個人被ばく管理において測定さ
れる「個人線量当量」であり、個人線量計で測定する量である。
【０００３】
　周辺線量当量は、その場所で人が作業したときに被ばくしうる最大線量を予想するのに
使用されるため、測定器は全方位に対して等しい感度を有すること、即ち中性子の飛来す
る方向に依存しない測定が要求される。そこで、周辺線量当量の測定には、ポリエチレン
などの水素含有物からなる球形減速材の中心付近に、全方位に対して対称的な構造となる
ように（言い換えれば全方位に対して感度が等しくなるように）、単一の中性子検出器を
配置した中性子測定器が広く使用されている。例えば非特許文献１には、減速材に内外２
層の球形ポリエチレンを使用し、その間にＢ4 Ｃ熱中性子吸収材を配し、中心に熱中性子
検出器を組み込んだ構造が「中性子レムカウンタ」として開示されている。これは、中性
子による線量当量が「周辺線量当量」と「個人線量当量」とに分類分けされていなかった
時代の測定器であるが、現在の考え方に照らし合わせれば、「周辺線量当量」測定器に分
類される。
【０００４】
　それに対して、個人線量当量は、体表面の一箇所に取り付けた個人線量計で測定するこ
とになるため、人体そのものによる遮へい効果によって、線量当量の量そのものに方向依
存性が生じる。例えば、人体の背面方向から入射する中性子については、その影響は個人
線量当量には殆ど含まれないことになるからである。個人線量当量と周辺線量当量の、中
性子エネルギーと入射方向に関する相違を図１に示す。中性子が正面（０°）から入射す
る場合においては、個人線量当量と周辺線量当量には数値的な差は殆どない。しかしなが
ら、正面入射以外の入射角度においては、周辺線量当量が中性子の入射方向に依存しない
特性を持つのに対して、個人線量当量は入射角度によって値が大きく変化する。
【０００５】
　ところが、このような個人線量当量を正確に測定できる機器は未だ開発されていない。
現在使用している（実際に作業者が身につけている）個人線量計の特性は、エネルギー特
性・方向特性ともに完全なものではなく、それが実際の環境下で適切に動作しているか否
かは、別の基準となる測定器と比較する必要がある。また、周辺線量当量を測定すること
を目的に設計された中性子測定器（例えば前記のような「中性子レムカウンタ」）では、
人体に特有の線量当量の方向依存性がなく、中性子による個人線量当量を過大に測定する
ことになるため、個人線量当量を正確に測定することはできない。
【非特許文献１】「中性子レムカウンタ」鈴木敏和他、ＦＡＰＩＧ第１１７号・１９８７
－１１（ＦＡＰＩＧ：The First Atomic Power Industry Group ）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、人体に特有の線量当量の方向依存性を有し、中性子
の飛来する方向に関係なく高い感度で個人線量当量を測定できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、中性子を減速する減速材部中に中性子検出器が設置され、前記減速材部が、
その一部のみ露出するように、中性子を遮へい・吸収する吸収材部に埋設され、それによ
って飛来する中性子のエネルギーと方向に無関係に中性子個人線量当量の測定を可能とし
たことを特徴とする中性子個人線量当量測定器である。
【０００８】
　より具体的には本発明は、中性子を減速する球状（小球）減速材部の中心に中性子検出
器が設置され、前記球状減速材部の半球面は層状の熱中性子吸収材部を介して半球減速材
部で覆われ、前記球状減速材部の残りの半球面には前記半球減速材部よりも大径で中性子
を遮へい・吸収する半球状吸収材部で覆われ、前記半球減速材部の一部を取り囲み且つ前
記半球状吸収材部に接するように円環状吸収材部が設置されていることを特徴とする中性
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子個人線量当量測定器である。

                                                                                
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る個人線量当量測定器は、中性子を減速させる減速材部を、中性子を吸収す
る吸収材部の中に、減速材部の一部が露出するように埋設した構造としたことにより、中
性子の飛来する方向に関係なく、従来の中性子周辺線量当量測定器では精度良く測定がで
きない中性子個人線量当量を中性子の飛来する方向に関係なく高精度で測定することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の中性子個人線量当量測定器では、中性子を減速する小球減速材部の中心に中性
子検出器が設置されている。その小球減速材部の前方側の半球面はシート状の熱中性子吸
収材部を介して半球減速材部で覆われる。前記小球減速材部の背面側の半球面は中性子を
遮へい・吸収する大きな径の半球状吸収材部で覆われる。そして、前記半球減速材部の一
部を取り囲み且つ前記半球状吸収材部に接するように円環状吸収材部が設置されている。
なお、中性子検出器は、その検出信号を計数する計数器に接続される。
【００１１】
　減速材部に中性子が入射すると、中性子は減速材により減速されて熱中性子となり、減
速材部の中心付近に配置された中性子検出器により検出される。計数器は検出器が検出し
た中性子を計数し、その計数値と換算係数から中性子線量当量を算出し表示する。一方、
吸収材部に中性子が入射すると、中性子は吸収材部により吸収されるため中性子検出器に
は到達し難い。そのため中性子の飛来方向に対して感度が異なり、人体に特有の線量当量
の方向依存性を持たせることができる。
【実施例】
【００１２】
　図２は、本発明に係る中性子個人線量当量測定器の一実施例を示す説明図であり、Ａは
正面から見た状態を、Ｂは垂直断面（ｘ－ｘ断面）をそれぞれ表している。この中性子測
定器は、中性子を減速させる減速材部を、中性子を吸収する吸収材部の中に、減速材部の
一部が露出するように埋設した構造である。
【００１３】
　減速材部は、小球減速材部１０と、該小球減速材部１０の半球面を覆う熱中性子吸収材
部１２と、該熱中性子吸収材部１２を覆う中径の半球減速材部１４からなる。そして前記
小球減速材部１０の中心に中性子検出器１６が埋設されている。吸収材部は、前記小球減
速材部１０の残りの半球面を覆う大径の半球状吸収材部１８と、前記半球減速材部１４の
一部を取り囲み且つ前記大径の半球状吸収材部１８に接するように設置される円環状吸収
材部２０からなる。これによって、吸収材部に、減速材部の一部が露出した状態で埋設し
た構造になっている。
【００１４】
　例えば、小球減速材部１０と中径の半球減速材部１４は、比重０．９２のポリエチレン
からなり、それらの外形寸法は、小球減速材部１０の直径が４．３ｃｍ、中径の半球減速
材部１４の直径が１１ｃｍである。熱中性子吸収材部１２は、エネルギー特性調節のため
に適切な開口率を持つボロン化合物からなるシートである。大径の半球状吸収材部１８と
円環状吸収材部２０は比重１．０５のボロン含有ポリエチレンからなり、それらの外形寸
法は、大径の半球状吸収材部１８が直径３０ｃｍ、円環状吸収材部２０が直径３０ｃｍ×
長さ８ｃｍである。
【００１５】
　中性子検出器１６としては、ここでは 3Ｈｅ比例計数管を用いている。 3Ｈｅ比例計数
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管では、 3Ｈｅガスは熱中性子と反応して陽子を放出し、この陽子が計数管内の 3Ｈｅガ
スを電離し、電気的パルス信号を生じさせる。なお、 3Ｈｅガス以外にはＢＦ3 ガスを使
う場合もあり、また原理的には熱中性子を検出するシンチレーション検出器等も適用可能
である。
【００１６】
　中性子検出器１６の出力は、計数器２２に接続され、演算回路２４を経て表示装置２６
に接続される。計数器２２は、中性子検出器からの電気的パルス信号を計数する。演算回
路２４は、計数を線量当量に換算する換算係数が記憶されており、線量当量への換算を行
う。演算回路２４によって算出された中性子線量当量が、表示装置２６で表示される。
【００１７】
　半球減速材部１４に入射した中性子のうち高エネルギー中性子は減速材内部で減速を繰
り返しつつ小球減速材部１０に到達し、熱中性子となり中性子検出器１６で検出される。
半球減速材部１４に入射した中性子のうち低エネルギー中性子は、減速の過程でその一部
は熱中性子吸収材部１２で吸収され、残部が小球減速材部１０に到達し、熱中性子となり
中性子検出器１６で検出される。他方、吸収材部１８に入射した中性子は吸収材に含まれ
るポリエチレンによって減速され、さらにその殆どが吸収部に含まれるボロンによって吸
収されるため、中性子検出器１６には殆ど到達しない。
【００１８】
　このような構造の中性子個人線量当量測定器により得られた特性を、図３及び図４に示
す。図３は検出器感度の中性子エネルギー特性を表しており、図４は検出器感度の中性子
入射方向特性を表している。ここで、小球減速材部１０の前方から中性子が飛来する向き
を０°としたとき、中性子個人線量当量測定器のエネルギー特性は個人線量当量の特性に
近接したカーブとなり、中性子個人線量当量測定器の方向特性は個人線量当量の特性に近
接したカーブとなった。
【００１９】
　次に、本発明に係る中性子個人線量当量測定器の使用形態について述べる。この種の中
性子個人線量当量測定器は、日常的な管理に使用するための測定器（例えば、作業者が着
用／使用する個人線量計やサーベイメータ、あるいは施設の壁などに取り付けるエリアモ
ニタ）として使用するものではない。中性子のエネルギーや入射方向が不明な環境で、個
人線量計が正しい（線量当量）指示値を示しているかどうかを調べるために、即ちその環
境における個人線量当量の基準値を測定するために使用するものである。現在使用してい
る中性子個人線量計（実際に作業者が身につけている）の特性は、エネルギー特性・方向
特性ともに完全なものはなく、それが実際の環境下で適切に動作しているかどうかは、別
の基準となる測定器と比較する必要がある。そこで、作業現場で、個人線量計と本中性子
個人線量当量測定器を置き換え、そのときの両者の指示値を比較することで、個人線量計
が適切な指示値を示しているかどうかを調査するのである。つまり、本発明の中性子個人
線量当量測定器は、個人線量計の校正に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】個人線量当量と周辺線量当量の、中性子エネルギーと入射方向に関する相違を示
すグラフ。
【図２】本発明に係る中性子個人線量当量測定器の一実施例を示す説明図。
【図３】中性子個人線量当量測定器感度の中性子エネルギー特性を表すグラフ。
【図４】中性子個人線量当量測定器感度の中性子入射方向特性を表すグラフ。
【符号の説明】
【００２１】
  １０　小球減速材部
　１２　熱中性子吸収材部
　１４　半球減速材部
　１６　中性子検出器



(5) JP 4150831 B2 2008.9.17

　１８　半球状吸収材部
　２０　円環状吸収材部
　２２　計数器
　２４　演算回路
　２６　表示装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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